
青森地域広域

事務組合消防本部

安全・安心まちづくり

消火器ってどう使うの？

身近にある消火器ですが、使い方はご存知ですか？
その他消火器の疑問にお答えします。

○消火器の廃棄方法は？

○消火器の使い方

安全ピンを引き抜く 距離（きょり）をとって
レバーを強く押す（おす）

ホースを外し

ノズルを火元に向ける

手順はピ・ノ・キ・オで覚えましょう。消火器本体に手順は基本的に記載されています。

消火器には使用期限があり、安全に使用できる期
限が本体に記載されています。期限の過ぎたものや、
腐食があるものは処分が必要となります。処分する
場合、一般ごみとして廃棄は出来ませんので、消火
器販売店や点検業者に相談ください。

○消火器の破裂事故
消火器の使用期限前でも本体に腐食がある場合、

破裂事故が起きる可能性があります。
日頃から外観の点検をするように心がけましょう。 腐食した危険な消火器

○不正販売にご注意！
消防職員や設備業者を名乗り訪問販売し、通常より

高額な価格で消火器などの防災機器を売りつける事例
があとを絶ちません。
消防職員が消火器などを販売することは絶対にありま
せんので、ご注意ください。
そのような事例があった場合は下記まで情報提供下
さい。

【問い合わせ先】
青森地域広域事務組合消防本部予防課
℡ 017-775-0853


